
インタフェース仕様書 保険者編 新旧対照表 

 

 （内容現在 平成２９年４月１日） 

Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

1 表紙 
平成 ２８年 １２月 

同 
平成 ２９年 ４月 

2 目－１ 
１．３．４－４ 個人番号異動連

絡票情報 ２９－１０ 
同 

１．３．４－４ 個人番号異動連

絡票情報 ２９－１１ 

3 ２５ 

項番７４ 内容 

指定訪問介護ｻｰﾋﾞｽ費支給限度基

準額に対する基準該当ｻｰﾋﾞｽ費の

比率を設定する 

同 

項番７４ 内容 

指定訪問介護ｻｰﾋﾞｽ費基準額に対

する基準該当ｻｰﾋﾞｽ費の比率を設

定する 

4 ２５ 

項番７５ 内容 

指定訪問入浴ｻｰﾋﾞｽ費支給限度基

準額に対する基準該当ｻｰﾋﾞｽ費の

比率を設定する 

同 

項番７５ 内容 

指定訪問入浴ｻｰﾋﾞｽ費基準額に対

する基準該当ｻｰﾋﾞｽ費の比率を設

定する 

5 ２５ 

項番７６ 内容 

指定通所介護ｻｰﾋﾞｽ費支給限度基

準額に対する基準該当ｻｰﾋﾞｽ費の

比率を設定する 

同 

項番７６ 内容 

指定通所介護ｻｰﾋﾞｽ費基準額に対

する基準該当ｻｰﾋﾞｽ費の比率を設

定する 

6 ２５ 

項番７７ 内容 

指定短期入所生活介護ｻｰﾋﾞｽ費支

給限度基準額に対する基準該当ｻ

ｰﾋﾞｽ費の比率を設定する 

同 

項番７７ 内容 

指定短期入所生活介護ｻｰﾋﾞｽ費基

準額に対する基準該当ｻｰﾋﾞｽ費の

比率を設定する 

7 ２５ 

項番７８ 内容 

指定福祉用具貸与ｻｰﾋﾞｽ費支給限

度基準額に対する基準該当ｻｰﾋﾞｽ

費の比率を設定する 

同 

項番７８ 内容 

指定福祉用具貸与ｻｰﾋﾞｽ費基準額

に対する基準該当ｻｰﾋﾞｽ費の比率

を設定する 

8 ２５ 

項番７９ 内容 

指定居宅支援ｻｰﾋﾞｽ費支給限度基

準額に対する基準該当ｻｰﾋﾞｽ費の

比率を設定する 

同 

項番７９ 内容 

指定居宅支援ｻｰﾋﾞｽ費基準額に対

する基準該当ｻｰﾋﾞｽ費の比率を設

定する 

9 ２９－６ 

項番１１ 備考 

※８ 

※Ｓ 
同 

項番１１ 備考 

※８ 

※９ 

※Ｓ 

10 ２９－７ 

 

同 

※９  サービス種類コードが

「A2」、「A6」、「AF」の場合におい

て、介護予防・日常生活支援総合

事業サービスコード表に単位数

の変更が生じた際、変更に合わせ

て適宜単位数を見直し、介護予

防・日常生活支援総合事業サービ

スコード異動連絡票情報を提出

する必要がある。 

11 ２９－７ 

保険者独自サービス（A2、A6、AF） 

同 

保険者独自サービス（A2、A6、

AF(※)） 

 

※保険者独自サービス(AF）にお

いて異動年月日が平成 29 年 3 月

31 日以前の入力内容である。 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

12 － 

 

２９－８ 

保険者独自サービス（AF）におい

て異動年月日が平成 29 年 4 月 1

日以降の入力内容を示した表を

追加 

13 

２９－８ 

～ 

２９－１１ 

 ２９－９ 

～ 

２９－１２ 

新規ページの追加に伴い、ページ

番号を変更 

14 ３８４－５ 
項番 34 不服の申し立て先 

バイト数 ８ 
同 

項番 34 不服の申し立て先 

バイト数 ４０ 

15 － 

 

４５３－１ 

「高額介護（予防）サービス費支

給（不支給）決定通知書（総合事

業）」の帳票レイアウトを追加 

16 ５０１－１ 

 

同 

「高額介護（予防）サービス費支

給（不支給）決定通知書（総合事

業）」の帳票イメージを差し替え 

17 ５９８ 

様式第二：給付実績情報 ～訪問

通所区分介護サービス／居宅療

養管理指導 

同 

様式第二：給付実績情報 ～居宅

介護サービス／居宅療養管理指

導 

18 ６３３ 

項番 16 備考 

※８ 

※９ 

※Ｓ 

同 

項番 16 備考 

※Ｓ 

19 ６３５ 

項番 42 備考 

※８ 

※Ｓ 
同 

項番 42 備考 

※８ 

※９ 

※Ｓ 

20 ６３６－１ 

※８ サービス提供年月が平成

１８年４月以降の特定施設入居

者生活介護、介護予防特定施設入

居者生活介護について、外部サー

ビス利用型である場合には、項番

１１「計画単位数」には外部利用

型給付上限単位数、項番１２「限

度額管理対象単位数」には外部利

用型上限管理対象単位数を設定

する。項番１６、項番４２「単位

数合計」には項番１１と項番１２

のいずれか低い方の単位数を設

定する。 

同 

※８ サービス提供年月が平成

１８年４月以降の特定施設入居

者生活介護、介護予防特定施設入

居者生活介護について、外部サー

ビス利用型である場合には、項番

１１「計画単位数」には外部利用

型給付上限単位数、項番１２「限

度額管理対象単位数」には外部利

用型上限管理対象単位数を設定

する。項番４２「単位数合計」に

は項番１１と項番１２のいずれ

か低い方の単位数を設定する。 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

21 ６３６－１ 

※９ 平成２４年４月以降の特

定施設入居者生活介護（短期利用

型以外）、介護予防特定施設入居

者生活介護（短期利用型以外）に

ついて、外部サービス利用型であ

る場合には、項番１１「計画単位

数」には外部利用型給付上限単位

数、項番１２「限度額管理対象単

位数」には外部利用型上限管理対

象単位数、項番１３「限度額管理

対象外単位数」には外部利用型外

単位数を設定する。項番１６、項

番４２「単位数合計」には項番１

１と項番１２のいずれか低い方

の単位数に、項番１３を加えた値

を設定する。 

同 

※９ 平成２４年４月以降の特

定施設入居者生活介護（短期利用

型以外）、介護予防特定施設入居

者生活介護（短期利用型以外）に

ついて、外部サービス利用型であ

る場合には、項番１１「計画単位

数」には外部利用型給付上限単位

数、項番１２「限度額管理対象単

位数」には外部利用型上限管理対

象単位数、項番１３「限度額管理

対象外単位数」には外部利用型外

単位数を設定する。項番４２「単

位数合計」には項番１１と項番１

２のいずれか低い方の単位数に、

項番１３を加えた値を設定する。 

 


